




1



2



3
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４ 地下水の水質の目標

 
（１）硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（以下「硝酸性窒素」という。）の削減について、表Ⅱ

のとおり熊本地域硝酸性窒素削減計画 平成 年度 年度 策定。以下「硝酸性

窒素削減計画」という。 で設定した目標を水質の目標としている。 
 

表Ⅱ－４ 熊本地域硝酸性窒素削減計画の目標とする状態

対象とする地下水

（硝酸性窒素濃度）
初期目標（平成 年度） 最終目標（平成 年度）

／ 超過

達成水質値を超過した井

戸の割合が指標井戸の

以下

すべての指標井戸で達成

水質値を満足する

／ 超過
～
／ 以下

管理水質値を超過した井

戸の割合が指標井戸の

以下

すべての指標井戸で管理

水質値を満足する

／ 以下 現状を維持又は濃度の低下

＊ 達成水質値（達成されるべき濃度）： ／ 以下

＊ 管理水質値（維持されることが望ましい濃度）： ／ 以下

 
（２）カドミウム及びその化合物等 項目

地下水保全条例（第 条第 項）の規定に基づく「地下水質保全目標」等（ 頁の

別表 参照）を水質目標としている。 
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表Ⅲ－２ 新たな湛水事業の課題と平成 年（ 年）熊本地震の影響

② 地下水採取量

平成 年度 年度 の目標採取量 億 万ｍ 以下に対して、平成 年

度 年度 の採取量（平成 年 年 月時点最新値）は、 億 万ｍ

の実績であり、目標より僅かに 万ｍ 多く地下水を採取している状況となって

いる（表Ⅲ 参照）。

平成 年度 年度 までの採取量は、平成 年度 年度 の地下水保全

条例の改正により報告対象井戸が拡大されたことによる増加はあったものの、年々

削減されてきたが、平成 年度 年度 は、平成 年 年)熊本地震によ

る水道管の漏水と被災後の清掃作業に多くの水が使用されたことなどから水道用

の採取量が増えたことが影響し、前年度より増加した。

なお、採取量全体として、長期的には減少傾向となっている。

表Ⅲ－３ 熊本地域の地下水採取量の推移 （単位：万㎥）

目 標

合 計

水 道

家庭その他 ※

農 業

工 業

建築物

水産養殖

※ 地下水保全条例に基づく地下水採取量報告による。

※ 小数点以下を四捨五入しているため合計の数字と一致しない。

※ 「家庭その他」は、一般家庭用と、他に分類されない用途の井戸等を含めたもの。

（１）調整池を活用した湛水事業  
大久保調整池（大津町）及び沖野遊水地（合志市）は、洪水調整機能へ

の影響や管理面等の運用、水使用（水利権）等について課題があり、実現

を図ることができなかった。

 
（２）平成 年( 年)熊本地震の影響 

平成 年度( 年度)の白川中流域水田湛水事業の推定かん養量は、平

成 年（ 年）熊本地震の影響で 万ｍ と平成 年度 年度

の 万ｍ から大きく減少した。平成 年度 年度 は、被災した

水路等の復旧工事が進み 万ｍ（震災前の約 ％）まで回復し、平成

年度 年度 は、 万㎥（震災前の約 ％）と更に回復の見込み。 

年度 年度 年度 年度

目標採取量： 億 万ｍ 以下 ⇒ 実績： 億 万ｍ
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< 主t성地下水觀測井水位 & 江津湖湖水量(1)推移>

園m-1 菊陽町辛川觀測井水位
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年平均地下水位標高
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S57S58S59S60S61 S62S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 HB H9 H10H11 H12H13H14H15H1 �H17H1 8H19H20H21 H22H23H24H25H26H27H28H29 : 

-年間降水量 -年平均地下水位 -卜1,,:.,t:(地下水位) I .: 

※ 熊本地鹿後,::夷施L,tc乙井戶標高等(1)調査仁基정충、 地康前後(1)水位훈補正L,-c,명,-t (地康前 :.•0.01 m 地疾後 : -0.46m) 
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２ 項目ごとの主な取組み成果と課題

第 期行動計画においては、第１期行動計画の取組み結果を踏まえ、 効果と実

現性の高い施策・事業を選択・集中、 取組みの活動目標を設定、 地下水かん養

域の振興に資する施策・事業の推進を基本方針に、地下水保全対策に関する施策・事

業を推進した。

同計画の つの対策項目ごとの平成 年度 年度 末における主な取組み成果

と課題は次のとおりである。

≪第 期行動計画の対策項目≫

（１）地下水かん養対策  

① 主な取組み成果

ア 地下水かん養域における水田の保全

（ア）かん養効果の高い湛水性作物（飼料用米等）の作付拡大

〇 耕畜連携の促進などにより、飼料用米、ＷＣＳ用稲などの新規需要米（非主

食用米）の作付面積が増大し、湛水面積の維持に寄与した。なお、平成 年

年)熊本地震による水路等の被災により、飼料用米、ＷＣＳ用稲の作付面積も減

少したが、平成 年度 年度)には水路等の復旧により作付面積は震災前

の水準まで回復している。 
※ 主食用米生産による農業経営の厳しさから転作が進み、白川中流域において

も主食用米作付面積が減少し、これによりかん養量も減少している。 
※ 一方、飼料用米やＷＣＳ用稲、米粉用米などの新規需要米の生産拡大により、

作付面積が増大し、かん養量の確保に貢献しているが、主食用米と新規需要米

等の作付けによるかん養量を合せても、かん養量は減少しており、作付けされ

ない期間の水田に水を張る水田湛水事業によるかん養量で補完する対策に取り

組んでいる。 
図Ⅲ－４ 白川中流域の水田における推定かん養量の推移
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（１） 地下水かん養対策 （２） 節水対策 
（３） 地下水質保全対策 （４） 地下水保全の普及・啓発 
（５） 地下水の活用 

※ 減水深 ㎝/日で計算。

※ 湛水期間を水稲作は 日、新規需要米は 日、水田湛水事業は 日で計算。 
13 
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※ 平成 年度 年度 は、平成 年 年 熊本地震による用水路や農地

の被災による湛水休止等の影響により、推定かん養量が減少した。

※ 平成 年度 年度 は被災箇所の復旧が概ね完了し、湛水事業も震災前

の約 に回復した。

※ 平成 年度 年度 の推定かん養量は、震災前の約 ％までに回復した。

（イ）台地部等水田湛水事業の実施

〇 益城町の水田において、平成 年度 年度  
からサントリーホールディングス 株 が「冬水田

んぼ」（冬期湛水（ ヶ月間））を実施している。

表Ⅲ－７ 益城町津森地区：冬水田んぼ

湛水期間 実施面積（ ） 推定かん養量 万㎥

平成 年度 ～ 月

平成 年度 ～ 月

平成 年度 ～ 月

平成 年度 休止

平成 年度 ～ 月

※ 平成 年度は、平成 年 年 熊本地震による用水路や農地の被災によ

り湛水を休止。

〇 益城町の水田において、平成 年度 年度 から地下水財団が冬期湛水

を実施している。

表Ⅲ－８ 益城町津森地区：冬期湛水事業

湛水期間 実施面積（ ） 推定かん養量 万㎥

平成 年度 ～ 月

平成 年度 ～ 月

平成 年度 ～ 月

平成 年度 休止

平成 年度 ～ 月

※ 平成 年度 年度 は、平成 年 年 熊本地震による用水路や農地

の被災により湛水を休止。

※ 平成 年度 年度 は、用水路の応急復旧により水田湛水は再開された

が、水の確保が十分でなく推定かん養量が減少した。

益城町「冬水田んぼ」 
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〇 大津町の水田において、平成 年度 年度

から地下水財団が冬期湛水を実施している。

表Ⅲ－９ 大津町真木地区：冬期湛水事業

湛水期間 実施面積（ ） 推定かん養量 万㎥
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平成 年度 ～ 月

平成 年度 ～ 月

平成 年度 ～ 月

平成 年度 ～ 月

〇 西原村 地区及び甲佐町の水田において、地下水財団が冬期試験湛水を実施

している。

≪平成 年度 年度 実績≫

・西原村小野地区、滝地区 実施面積：約 （推定かん養量： 万㎥）

・西原村葛目地区 実施面積：約 （推定かん養量： 万㎥）

・甲佐町目野地区 実施面積：約 （推定かん養量： 万㎥）

ウ 地下水かん養域での雨水浸透の促進

（ア）住宅や農業施設の雨水浸透ます等の設置促進

〇 市町村において、地下水財団の助成制度を活用し（熊本市は単独）、住宅用雨

水浸透ます等の設置を促進している。 
平成 年度 年度 末累計設置実績

・住宅用雨水浸透ます： 基（推定かん養量：約 万㎥）

※ １戸（ 基）当たりのかん養量：約 ㎥／年で計算

・ビニールハウス用雨水浸透施設： 基（推定かん養量：約 万㎥）

※ １基当たりのかん養量：約 ㎥／年で計算

※ 熊本市において、平成 年度 年度 まで実施された助成数の累計

（イ）地下水採取許可者のかん養対策の促進

〇 地下水保全条例に基づく「地下水の涵養の促進に関する指針」（以下「地下水

涵養指針」という。）により、地下水採取許可者が地下水採取量の 割以上のか

ん養対策に取り組むことを促進している。 

設置補助実施（平成 年度 年度)時点）： 市町

熊本市、菊池市、宇土市、大津町、菊陽町、御船町、益城町、甲佐町

大津町「冬期湛水」 
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表Ⅲ－１０ 地下水採取許可者のかん養対策

かん養場所 雨水浸透方法
平成 年度

涵養量 万㎥

平成 年度

涵養量 万㎥

平成 年度

涵養量 万㎥

敷地内かん養 雨水浸透ます

雨水浸透トレンチ

透水性舗装

雨水浸透側溝

緑地等

浸透型調整池

敷地内（その他）

敷地外かん養 敷地外（その他）

合 計

エ 地下水を育む農産物等の販売促進

〇 地下水かん養域で生産された米などを販売仲介するウォーターオフセット事

業を平成 年度 年度 から地下水財団が実施し、多くの企業・団体が参

加している。 
※ ウォーターオフセット事業：地下水を採取する企業等が、地下水かん養域で生産

された農産物を購入することで生産活動によってかん養された地下水と相殺する取

組み。 
〇 地下水と土を育む農業推進条例に基づく農業者等の環境に配慮した農業の取

組み等に対し、消費者等の理解・協力を促進するため、販売・購入機会の拡大

に取り組んでいる。 

オ 水源かん養林等の整備・保全

〇 水源かん養効果の高い森林の整備・保全のため、県及び市町村において、県

有林及び公有林の造林や保育に取り組んでいる。 
〇 地下水財団は、所有する水源涵養林「育水の森」において、育水の森活用計

画に沿った間伐等の整備を実施している。 

② 今後の課題等

ア 水田保全の取組み

〇 平成 年度 年度)から米の減反政策が廃止され、米の需給見通しによ

り生産者自らの判断による作付けが行われるようになった。このような政策転

換に対応した米の生産が必要となるが、米の需要が低下しており、水稲作付面

積は減少傾向にある。地下水かん養域の中でも特にかん養効果の高い水田の保

全のため、米生産農家の経営安定化や所得向上を図る取組みを一層推進する必

要がある。 
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にも効果があり、地下水かん養も図られることから、熊本地域全市町村で雨水

貯留タンク設置等の補助事業を実施するとともに、事業内容の周知により利用

を促進することが必要である。 
 
（３）地下水質保全対策

① 主な取組み成果

ア 硝酸性窒素削減計画の策定と計画的取組み

〇 各地域における硝酸性窒素削減計画策定に向け、地域ごとに推進連絡会議を

開催し検討を行った。 
・熊本市では、第 次熊本市硝酸性窒素削減計画（計画期間：平成 ～

平成 年度 年度 ）を策定した。

・菊池市では、硝酸性窒素削減等地下水質保全対策を講じるための菊池市地下

水対策協議会を平成 年度 年度 に設置した。 

イ 生活排水対策の推進

〇 下水道等の生活排水処理施設の整備を促進し、汚水処理人口普及率が向上した。 
・汚水処理人口普及率（熊本地域（菊池市は全域を含む）） 

平成 年度 年度 末： ％ ⇒ 平成 年度 年度： ％ 
 

ウ 家畜排せつ物対策の推進

〇 農協間の堆肥流通に関する協定締結を促進するなどして、耕畜連携による堆

肥の広域流通を促進した結果、流通量が大きく増加した。 
・堆肥の広域流通量 

平成 年度 年度 ： ｔ ⇒ 平成 年度 年度 ： ｔ

〇 硝酸性窒素等による地下水汚染を防止するとともに、周辺環境と調和のとれ

た畜産業の発展を図るため「熊本市東部堆肥センター」を整備した（平成

年 年 月運用開始予定）。 

エ 施肥対策の推進（くまもとグリーン農業の推進）

〇 土壌分析等により化学肥料の使用量の削減を行い、環境保全型農業の普及を

推進した。 
・化学肥料流通量 

 平成 年度 年度 ： ｔ ⇒ 平成 年度 年度 ： ｔ 
〇 環境にやさしい農業への取組みを実施している農家として生産宣言を行った

農業者等が確実に増加した。 
・くまもとグリーン農業生産宣言（全県） 
   平成 年度 年度 末： 件

⇒ 平成 年度 年度 末： 件
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（４）地下水保全の普及・啓発

① 主な取組み成果

ア 水環境教育等の実施

〇 県において、幼児、小中学生への水環境教育として、「水のお話し会」、「水の

学校」、「水の作文コンクール」を実施。また、地域における水環境教育として

水環境アドバイザー派遣を実施した。 
特に「水の作文コンクール」では、平成 年度 年度 まで応募数 年

連続日本一を達成するとともに、平成 年度 年度 には、本県の応募者

の中から初めてとなる最優秀賞の内閣総理大臣賞を受賞した。 
〇 平成 年度 年度)より、県・熊本市・地下水財団・（株）テレビ熊本主

催の「水の国高校生フォーラム」を毎年度開催している。 
〇 熊本市において、「節水チャレンジ小学校」や地下水学習会をはじめとする水

循環教育・節水学習を実施した。 

 
表Ⅲ－１２ 熊本県の水環境教育の実施状況

水のお話し会 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

水 の 学 校 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

水の作文コンクール応募数 編 編 編 ※ 編 編

水環境アドバイザー派遣 回 回 回 回 回

※ 平成 年 年 熊本地震により、同年 月初旬締切の作文応募数は大幅減となった。

イ 啓発事業の実施

○ 水の使用量が増える ～ 月を中心に、「節水がんばるモン」キャンペーンを

実施。県・市町村・団体等のホームページ、広報誌、広報番組その他啓発ツー

ルを利用して広報・啓発を行った。

○ 県、熊本市、地下水財団等によるシンポジウムの開催など、地下水保全に関

する啓発を実施した。

〇 水の週間記念式典（県）、節水市民運動（熊本市）を実施した。

水の作文コンクール表彰式 水の国高校生フォーラム 
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水のお話し会 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

水 の 学 校 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

水の作文コンクール応募数 編 編 編 ※ 編 編

水環境アドバイザー派遣 回 回 回 回 回

※ 平成 年 年 熊本地震により、同年 月初旬締切の作文応募数は大幅減となった。

イ 啓発事業の実施

○ 水の使用量が増える ～ 月を中心に、「節水がんばるモン」キャンペーンを

実施。県・市町村・団体等のホームページ、広報誌、広報番組その他啓発ツー

ルを利用して広報・啓発を行った。

○ 県、熊本市、地下水財団等によるシンポジウムの開催など、地下水保全に関

する啓発を実施した。

〇 水の週間記念式典（県）、節水市民運動（熊本市）を実施した。

水の作文コンクール表彰式 水の国高校生フォーラム 
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２ 第３期行動計画の推進目標

管理計画で定めた水量保全･水質保全の目標に基づき取り組んだ第 期及び第 期行

動計画の目標達成状況等を踏まえて、第 期行動計画で目指す水量保全・水質保全の

目標値を次のとおり設定する。

≪第３期行動計画における目標≫

◇ 水量保全目標

① 平成 年度 年度 の目標かん養量：年間 万ｍ を確保

② 平成 年度 年度 の目標地下水採取量： 億 万ｍ 以下

◇ 水質保全目標

平成 年度 年度 までに硝酸性窒素濃度を次のとおり改善

指標井戸に占める硝酸性窒素濃度区分ごとの井戸の割合

（１）地下水量保全目標  

＜ 地下水かん養量の推定方法について ＞

第 期行動計画の策定に当たっては、土地利用の現況を踏まえたうえで目標年度で

ある平成 年度 年度 までのかん養量の推定を行った。

なお、かん養量を推定するための手法については、管理計画策定時（第 期行動計

画策定時）は、熊本市環境総合研究所が人工衛星ランドサットの観測データから熊本

地域全体の土地利用状況（水田、畑地、草地・林地、宅地等）を解析して推定かん養

量を算定していたが、平成 年度 年度 以降、人工衛星の故障により観測デー

タが取得できなくなった。そのため、第 期行動計画に係るかん養量の推定に当たっ

ては、人口衛星による観測データの代わりに国土交通省が公表している土地利用デー

タ（「国土数値情報 土地利用細分メッシュデータ」）を使用して管理計画策定時と同じ

手法で算定することとした。

① かん養量の目標設定について

ア 現在の状況について

管理計画策定時は、平成 年度 年度 におけるかん養量が 億 万ｍ

まで減少するとともに、確保する必要があるかん養量は年間約 万ｍ と推定さ

れている（ 頁の図Ⅱ 参照）。今回、土地利用や降水量の実績から平成 年度

年度 から平成 年度 年度 のかん養量を推定したところ平均で約 億

万ｍ であり 頁の表Ⅲ 参照 、水稲作付面積の減少 頁参照 等により管理計

・10 超 ⇒ すべての指標井戸で 10 以下

・ 5 超～10 以下 ⇒ すべての指標井戸で 5 以下 

第 期までの実績 年間 万ｍ に更に年間 万ｍ を上積み
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２ 第３期行動計画の推進目標
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管理計画策定時は、平成 年度 年度 におけるかん養量が 億 万ｍ

まで減少するとともに、確保する必要があるかん養量は年間約 万ｍ と推定さ

れている（ 頁の図Ⅱ 参照）。今回、土地利用や降水量の実績から平成 年度
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画策定時よりもかん養量が減少している結果となった。

しかしながら、現在の熊本地域の地下水位や江津湖の湧水量の状況については、

平成 年度 年度 以降は横ばい又は回復傾向 ～ 頁参照 であり、管理計

画策定時に懸念された地下水位の低下や台地部での井戸枯れ、湧水の枯渇といった

状況は見られておらず、管理計画策定時の状況と比較して改善傾向にある。

イ かん養量の将来予測

第 期行動計画の策定に当たって、かん養量の将来予測を行ったところ、図Ⅳ－

１及び表Ⅳ－２ 頁参照 のとおり平成 年度 年度 におけるかん養量は

億 万ｍ まで減少するおそれがあることが推測された。なお、かん養量が減少

する要因としては、現況の土地利用等の変化により地下水かん養域が減少していく

ことなどを想定している。

ウ 目標設定の考え方

第 期行動計画では、現在の地下水位や地下水採取の状況、かん養量の将来予測

結果等を踏まえ、これまで実施してきた人為的な地下水かん養対策の最大かん養量

である 万ｍ 平成 年度 年度 実績 、今回将来予測した平成 年度

年度 のかん養量 億 万ｍ と現在のかん養量 平成 年度 年度

から平成 年度 年度 のかん養量の実績の平均値 である 億 万ｍ と

の差となる 万ｍ に加え、かん養対策の再評価によるかん養量の増加見込み分を

合計した年間約 万ｍ を設定することとし、現在の人為的かん養対策を引き続

き、実施・強化していくことにより、現在の地下水位の水準を改善しつつ、将来へ

と引き継いでいくことができる目標とする。

 
 
 
 

※ 平成 年度以降の降水量は、管理計画策定時と同じ を設定
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＜ 目標年度における地下水収支の試算 ＞

管理計画策定時に推定された平成 年度 年度 の目標達成時の水収支の試算

結果は表Ⅳ のとおりであり、第 期行動計画の策定に当たって平成 年度

年度 から平成 年度 年度 及び平成 年度 年度 の地下水収支を試算し

たところ、管理計画策定時の平成 年度 年度 の試算結果よりも流入量は減少

傾向にあるものの、採取量の減少により水収支は改善傾向になると考えられる。

しかしながら、長期的な地下水位や湧水量は低下傾向 ～ 頁参照 であるととも

に、平成 年度 年度 の湧水量は減少する予測となっており、管理計画策定時

に目指した地域のシンボルである湧水がより潤いのある水辺環境へと改善されるほど

の豊富な地下水がある状態とはいえない。このため、これまで実施してきた人為的か

ん養対策を引き続き実施することにより、現在の地下水位や湧水量を将来へと引き継

ぐとともに、これまで以上に豊富で安定した地下水の確保が見込まれる状態となるよ

う、かん養対策を充実・強化していく必要がある。 
 

表Ⅳ－２ 地下水収支の試算結果 （単位：百万ｍ ）

項 目 管理計画策定時 第３期行動計画策定時

Ｈ１９ Ｈ３６（目標） Ｈ２１ ２９平均
推定結果 ※１

Ｈ３６
予測結果 ※２

流
入
量

台地部のかん養量

山地部のかん養量

不圧地下水からの浸透

小計

流
出
量

地下水採取量

湧水量

その他地域への流出量

小計

水収支

降水量： 年（熊本気象観測所）

 
※１ 平成 ～ 年度 年度 の実績による平均水収支の推定結果（平均）

・算定方法は、 頁の表Ⅲ－４の下部を参照

※２ 第 期行動計画における地下水収支の将来予測 平成 年度 を次のとおり試算

・流入量 かん養量 については国土交通省の土地利用データを使用し、管理計画策定時

の算定方法により試算した。

・地下水収支の算定方法は、管理計画策定時と同じ推定モデルにより算定した。

・降水量は管理計画策定時と同じ を設定

＊ 流入量には人為的かん養対策によるかん養量は含まれていない。
＊ 小数点以下を四捨五入しているため合計の数字と一致しない。
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＜ 目標年度における地下水収支の試算 ＞
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表Ⅳ－２ 地下水収支の試算結果 （単位：百万ｍ ）

項 目 管理計画策定時 第３期行動計画策定時

Ｈ１９ Ｈ３６（目標） Ｈ２１ ２９平均
推定結果 ※１

Ｈ３６
予測結果 ※２

流
入
量

台地部のかん養量

山地部のかん養量

不圧地下水からの浸透

小計

流
出
量

地下水採取量

湧水量

その他地域への流出量

小計

水収支

降水量： 年（熊本気象観測所）

 
※１ 平成 ～ 年度 年度 の実績による平均水収支の推定結果（平均）

・算定方法は、 頁の表Ⅲ－４の下部を参照

※２ 第 期行動計画における地下水収支の将来予測 平成 年度 を次のとおり試算

・流入量 かん養量 については国土交通省の土地利用データを使用し、管理計画策定時

の算定方法により試算した。

・地下水収支の算定方法は、管理計画策定時と同じ推定モデルにより算定した。

・降水量は管理計画策定時と同じ を設定

＊ 流入量には人為的かん養対策によるかん養量は含まれていない。
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２ 地下水質保全目標

地下水保全条例の規定により「地下水質保全目標」が設定されている項目は、その

目標値を水質目標とする。また、「地下水質保全目標」が設定されていない項目は、「地

下水の水質汚濁に係る環境基準」を水質目標とする。

① カドミウム及びその化合物等 項目

地下水保全条例第 条第 項の規定に基づく「地下水質保全目標」（ 頁の別表

参照）を水質目標とする。

②「地下水質保全目標」が設定されていない、ふっ素、ほう素

「地下水の水質汚濁に係る環境基準」（ 頁の別表 参照）を水質目標とする。

③ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

「熊本地域硝酸性窒素削減計画（平成 年度 年度 ）」で目指す以下の地下水

質を水質目標とする。

【目標水質】

  達 成 水 質 管 理 水 質 

対 象 Ｌを超過する地下水 Ｌを超え、 Ｌ以下の地下水

設 定 達成されるべき濃度 維持されることが望ましい濃度

目標値 Ｌ以下 Ｌ以下

 
【目標とする状態】 

 硝酸性窒素濃度 初期目標（平成 年度） 最終目標（平成 年度）  
  

Ｌ超過

達成水質値を超過した井戸の割

合が指標井戸の ％以下になる

こと

すべての指標井戸で達成水質

値 Ｌ以下 を満足する

こと

Ｌ超過～

Ｌ以下

管理水質値を超過した井戸の割

合が指標井戸の ％以下にな

ること

硝酸性窒素削減計画策定時に

おいて、硝酸性窒素濃度レベ

ルが管理水質値であったすべ

ての指標井戸で管理水質値

Ｌ以下 を満足すること

Ｌ以下 現状濃度を維持または現状濃度よりも低下すること

※「熊本地域硝酸性窒素削減計画」の概要（ 頁参照）

 
＜目標設定の考え方＞

○ 熊本地域は生活用水のほぼ ％を地下水に依存している。将来的に継続して安

全な飲用水を確保していくため、引き続き、カドミウム及びその化合物等の有害物

質や硝酸性窒素による新たな汚染の未然防止に努める。 
○ 熊本地域における地下水の硝酸性窒素は、減少が約 、横ばいが約 であるも

のの、約 が上昇傾向である。依然として環境基準を超過している井戸が多く見

られていることから、今後も引き続き、発生源ごとの対策に取り組む。 
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２ 地下水質保全目標

地下水保全条例の規定により「地下水質保全目標」が設定されている項目は、その

目標値を水質目標とする。また、「地下水質保全目標」が設定されていない項目は、「地

下水の水質汚濁に係る環境基準」を水質目標とする。

① カドミウム及びその化合物等 項目

地下水保全条例第 条第 項の規定に基づく「地下水質保全目標」（ 頁の別表

参照）を水質目標とする。

②「地下水質保全目標」が設定されていない、ふっ素、ほう素

「地下水の水質汚濁に係る環境基準」（ 頁の別表 参照）を水質目標とする。

③ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

「熊本地域硝酸性窒素削減計画（平成 年度 年度 ）」で目指す以下の地下水

質を水質目標とする。

【目標水質】

  達 成 水 質 管 理 水 質 

対 象 Ｌを超過する地下水 Ｌを超え、 Ｌ以下の地下水

設 定 達成されるべき濃度 維持されることが望ましい濃度

目標値 Ｌ以下 Ｌ以下

 
【目標とする状態】 

 硝酸性窒素濃度 初期目標（平成 年度） 最終目標（平成 年度）  
  

Ｌ超過

達成水質値を超過した井戸の割

合が指標井戸の ％以下になる

こと

すべての指標井戸で達成水質

値 Ｌ以下 を満足する

こと

Ｌ超過～

Ｌ以下

管理水質値を超過した井戸の割

合が指標井戸の ％以下にな

ること

硝酸性窒素削減計画策定時に

おいて、硝酸性窒素濃度レベ

ルが管理水質値であったすべ

ての指標井戸で管理水質値

Ｌ以下 を満足すること

Ｌ以下 現状濃度を維持または現状濃度よりも低下すること

※「熊本地域硝酸性窒素削減計画」の概要（ 頁参照）

 
＜目標設定の考え方＞

○ 熊本地域は生活用水のほぼ ％を地下水に依存している。将来的に継続して安

全な飲用水を確保していくため、引き続き、カドミウム及びその化合物等の有害物

質や硝酸性窒素による新たな汚染の未然防止に努める。 
○ 熊本地域における地下水の硝酸性窒素は、減少が約 、横ばいが約 であるも

のの、約 が上昇傾向である。依然として環境基準を超過している井戸が多く見

られていることから、今後も引き続き、発生源ごとの対策に取り組む。 
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③ 硝酸性窒素の発生源ごとの基本的対策の推進

○ 発生源ごとの対策として、生活排水の適正処理（下水道への接続促進など）、く

まもとグリーン農業などによる施肥対策（土壌診断に基づく適正施肥の実施など）、

家畜排せつ物の適正処理、堆肥の面的負荷の高い地域を解消するため堆肥の広域

流通を促進する。 
○ 地下水と土を育む農業推進条例に基づき、地下水と土を育む農業を総合的かつ

計画的に推進するために「地下水と土を育む農業の推進に関する計画」を策定し、

農業の持続的発展を通した地下水保全と土づくりに関する恒久的な取組みを推進

する。 
○ 窒素負荷の低減に有効な施肥を推進するために、市町村は、土壌診断とその結

果に基づく施肥及び化学肥料削減技術の導入を要件としたエコファーマーの推進

に取り組むとともに、地下水財団の支援による土壌診断事業とその結果に基づく

営農指導機関と連携した施肥指導に取り組む。 
○ 平成 年 年 月から供用開始される熊本市東部堆肥センターの適切な管

理運営により、熊本市東部地域への家畜排せつ物による窒素負荷量を削減する。 
 
④ 市町村の削減計画の策定と計画的取組み

市町村は、県及び地下水財団の支援により、硝酸性窒素濃度が問題となっている

地域での環境基準（飲用基準）超過の要因に応じた市町村削減計画の策定等により、

具体的かつ計画的な対策を推進する。 
 
⑤ かん養対策

硝酸性窒素濃度低減にも寄与する取組みであるかん養対策を推進する。 
 
⑥ バイオマス資源としての活用

家畜排せつ物の対策を徹底するとともに、家畜排せつ物をバイオマス発電などの

エネルギーとして有効活用しつつ、硝酸性窒素削減にもつながる方策等について、

検討を進める。 
 
（４）地下水保全の普及･啓発  
 
熊本地域の行政・企業・住民等が取り組む地下水保全対策の着実な推進を図るため、

その基盤となる基本的な水環境に関する知識の普及と保全意識の啓発を推進する。 
 
① 様々な水環境教育・啓発活動の推進

○ 本県においては、幼児期から高校生までの各年齢層に応じた水環境教育を引き

続き、推進するとともに、一般の県民に対しても水環境保全活動への理解を深め、

取組みへの参加を促すため、水環境の専門家による出前講座や式典、シンポジウ

ム等の開催、広報媒体や啓発パンフレット等による地下水保全の意識醸成を図る

こととする。 
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③ 硝酸性窒素の発生源ごとの基本的対策の推進

○ 発生源ごとの対策として、生活排水の適正処理（下水道への接続促進など）、く

まもとグリーン農業などによる施肥対策（土壌診断に基づく適正施肥の実施など）、

家畜排せつ物の適正処理、堆肥の面的負荷の高い地域を解消するため堆肥の広域

流通を促進する。 
○ 地下水と土を育む農業推進条例に基づき、地下水と土を育む農業を総合的かつ

計画的に推進するために「地下水と土を育む農業の推進に関する計画」を策定し、

農業の持続的発展を通した地下水保全と土づくりに関する恒久的な取組みを推進

する。 
○ 窒素負荷の低減に有効な施肥を推進するために、市町村は、土壌診断とその結

果に基づく施肥及び化学肥料削減技術の導入を要件としたエコファーマーの推進

に取り組むとともに、地下水財団の支援による土壌診断事業とその結果に基づく

営農指導機関と連携した施肥指導に取り組む。 
○ 平成 年 年 月から供用開始される熊本市東部堆肥センターの適切な管

理運営により、熊本市東部地域への家畜排せつ物による窒素負荷量を削減する。 
 
④ 市町村の削減計画の策定と計画的取組み

市町村は、県及び地下水財団の支援により、硝酸性窒素濃度が問題となっている

地域での環境基準（飲用基準）超過の要因に応じた市町村削減計画の策定等により、

具体的かつ計画的な対策を推進する。 
 
⑤ かん養対策

硝酸性窒素濃度低減にも寄与する取組みであるかん養対策を推進する。 
 
⑥ バイオマス資源としての活用

家畜排せつ物の対策を徹底するとともに、家畜排せつ物をバイオマス発電などの

エネルギーとして有効活用しつつ、硝酸性窒素削減にもつながる方策等について、

検討を進める。 
 
（４）地下水保全の普及･啓発  
 
熊本地域の行政・企業・住民等が取り組む地下水保全対策の着実な推進を図るため、

その基盤となる基本的な水環境に関する知識の普及と保全意識の啓発を推進する。 
 
① 様々な水環境教育・啓発活動の推進

○ 本県においては、幼児期から高校生までの各年齢層に応じた水環境教育を引き

続き、推進するとともに、一般の県民に対しても水環境保全活動への理解を深め、

取組みへの参加を促すため、水環境の専門家による出前講座や式典、シンポジウ

ム等の開催、広報媒体や啓発パンフレット等による地下水保全の意識醸成を図る

こととする。 
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Ｐ４６

～Ｈ３１（2019） Ｈ３２（2020） Ｈ３３（2021） Ｈ３４（2022） Ｈ３５（2023） Ｈ３６（2024）

（１）法令等に基づく立入検査の
実施

水質汚濁防止法、県生活環境条例・地下水保
全条例等に基づく立入検査を実施し、指導・監
督を行う。

○立入検査の実施、指導・監督
県、熊本市

（２）自主点検・記録の励行を指
導

水質汚濁防止法に基づく自主点検・記録の励行
等の指導、県地下水保全条例等に基づく貯蔵
施設・貯油施設等の定期点検、整備の確認・指
導を行う。

○自主点検・記録の指導、定期点
検、整備の確認・指導 県、熊本市

２
地下水の汚染状況モニ
タリングの推進

（１）指標井戸における地下水質
の調査

水質測定計画に基づき、定点井戸、過去に汚染
のあった井戸等の調査を実施する。

○指標井戸の調査実施 県、熊本市
（市町村）

（１）市町村ごとの削減計画の策
定

硝酸性窒素濃度が問題となっている地域での
要因調査等を行い、市町村ごとの削減計画の
策定を進める。

○硝酸性窒素濃度が問題となって
いる地域における計画の策定

〇第3次熊本市硝酸性窒素削減計
画（熊本市）

○対策の検討・推進
県
（関係市町村）

（２）硝酸性窒素濃度上昇傾向に
ある井戸等の重点調査の実施

熊本地域において硝酸性窒素濃度が上昇傾向
にある井戸、環境基準値を超えている井戸につ
いて要因把握の検討を行う。

○要因等把握のための効果的な
調査方法等の検討

○調査結果の分析・
原因把握

○調査結果に基づく
対策の検討

○計画に基づく推進
県、市町村、地下水財団
（大学等）

（１）生活排水の適正処理の推進

下水道等の生活排水処理施設の整備や合併処
理浄化槽への転換の取組みを推進するととも
に、整備後は、下水道等への接続や浄化槽の
適正管理を促進する。また、必要に応じて処理
水から窒素を除去する高度処理施設の整備等
を推進する。

○公共下水道等の整備、合併処理
浄化槽への転換を推進
※H29年度末
       汚水処理人口普及率 94.6％
○下水道等への接続や浄化槽の
適正管理の促進
○高度処理施設の整備等を推進

県、市町村

（２）適正施肥の推進
くまもとグリーン農業による土づくりを基本とした
化学肥料の削減等の推進を図る。

○熊本地域全体でのくまもとグリー
ン農業の推進
○土壌診断の促進
○化学肥料使用量の低減

県、市町村
（農業団体、地下水財団）

（３）家畜排せつ物の適正管理の
推進

家畜排せつ物の適正な管理を徹底するととも
に、上質な堆肥づくりと耕種農家・畜産農家の
連携による堆肥流通の取組みを促進する。

○適正管理の指導
○堆肥コンクール等による上質な
堆肥づくりの推進
○堆肥の広域流通の促進

県、市町村
（農業団体、地下水財団）

〔再掲〕
（４）かん養対策の推進

地下水中の硝酸性窒素濃度の低減（希釈）のた
め地下水かん養に取り組む。

地下水かん養対策に沿ってかん養
に取り組む

県、市町村、地下水財団、地下
水採取許可者

〔再掲〕
（５）硝酸性窒素濃度上昇傾向に
ある井戸等の重点調査の実施

熊本地域において硝酸性窒素濃度が上昇傾向
にある井戸、環境基準値を超えている井戸につ
いて要因把握の検討を行う。

○要因等把握のための効果的な
調査方法等の検討

○調査結果の分析・
原因把握

○調査結果に基づく
対策の検討

○計画に基づく推進
県
（関係市町村）

５
バイオマス資源として
の活用検討

（６）家畜排せつ物を活用しつつ、
硝酸性窒素削減にもつながる対
策の検討と実施に向けた取組み

他県等の事例を参考に、家畜排せつ物をエネ
ルギーとして活用しつつ、硝酸性窒素削減にも
つながる方策等について調査・検討し、実現に
向けて取り組む。

○他県等の事例の調査・研究と本
県モデル地域で実施する際の課題
等の整理
○モデル地域での検討と実施方針
策定

○実施に向けた検討・
実証事業等
○実施計画策定

○実施計画の具体化

県、関係市町村
（地下水財団、大学等）

硝
酸
性
窒
素
の
発
生
源
ご
と
の
基
本
的
対
策
の
推
進

Ｃ　地下水質保全対策

取組みの内容具体的施策行動計画の取組項目

有
害
物
質
等
に
よ
る

地
下
水
汚
染
未
然
防
止

地
下
水
質
モ
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（
取
組
み
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果
の
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）

４
熊本地域硝酸性窒素
削減計画に基づく地下
水中の硝酸性窒素濃
度低減対策の推進

行動計画 主体
（関係主体）

１
工場・事業場の指導・
監督の推進

３
市町村硝酸性窒素削
減計画の策定

第３期水質保全目標
　①カドミウム及びその化合物等29項目
　　　　⇒地下水質保全目標
　②ふっ素、ほう素
　　　　⇒地下水の水質汚濁に係る環境基準
　③硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
　　・10mg／Ｌ超
　　　　⇒すべての指標井戸で達成水質値を満足すること
　　・5mg／Ｌ超～10mg／Ｌ以下
　　　　⇒すべての指標井戸で管理水質値を満足すること

計画等に基づき、継続して推進

継続的に実施

継続して推進

継続して推進

継続して推進

継続して推進

継続して推進

継続して推進

継続的に実施

計画に基づき実施





～Ｈ３１（2019） Ｈ３２（2020） Ｈ３３（2021） Ｈ３４（2022） Ｈ３５（2023） Ｈ３６（2024）

白川中流域産の「地下水を育む米」など、地下
水を育む農産物を、かん養効果と美しい水で育
まれているというイメージをアピールし、地下水
を育むブランドとして普及促進する。

○ウォーターオフセット事業（地下水財
団）
○消費者へのＰＲ
○流通・販路開拓
○生産・供給体制の充実

県、市町村、地下水財団
（農業団体、ＮＰＯ等）

飼料用米を活用した畜産物等を、かん養効果と
美しい水で育ったというイメージをアピールし、
地下水を育むブランドとして普及促進する。

○消費者へのＰＲ
○流通・販路開拓
○生産・供給体制の充実

県
（市町村、地下水財団、農業団
体、ＮＰＯ等）

環境に配慮して生産された「くまもとグリーン農
業」の農産物や、地下水と土を育む農畜産物等
を、くまもとの豊かな地下水を育み守るブランド
としてアピールし、普及促進する。

○消費者へのＰＲ
○流通・販路開拓
○生産・供給体制の充実
（実施例）
・くまもとグリーン農業応援
・地下水と土を育む農畜産物収穫祭
・天然地下水を育むマルシェ
・地下水を育む水道町カレー販売

県
（市町村、地下水財団、農業団
体、ＮＰＯ等）

美しい水で育まれているという付加価値を生か
した新たな水ブランドづくりに取り組む。

（実施例）
・天然地下水を育むマルシェ（再掲）

県、関係市町村、地下水財団

（２）地下水の恵みを活かした食
文化・生活文化の振興

熊本独自の地下水の恵みに育まれた「食」や
「生活空間」を創造したり、既にある食文化・生
活文化の情報発信を行い、地下水を付加価値
としたブランドづくりに取り組む。

○地下水に育まれた「食」のブランドづく
り、その魅力についての情報発信
〇湧水源等を生かした地域づくり
〇水を大切にする伝統行事、風習等の情
報発信
〇新たな水辺空間等の検討
（実施例）
・地下水の恵みを生かした食文化発信
・パンフレットや広報媒体を利用して江津
湖、八景水谷、浮島などの湧水地の魅力
発信
・駅親水広場や空港水飲み場の整備等

県、市町村
（関係団体）

くまもとの地下水の魅力を様々な広報媒体、イ
ベント等を通じて情報発信し、「水の国くまもと」
のイメージ定着に取り組む。

○広報誌、ＨＰ、テレビ番組等による情報
発信
○イベント時に水の飲み比べなどの実施
○広報展開による情報発信の取組み
（実施例）
・熊本空港サイネージによるＰＲ動画放
映、冷水器に水の魅力ＰＲラッピング、ポ
スター「水の国くまもと五色季」を作成、掲
示（県）
・”ウォーターライフ”英語版ホームページ
（熊本市）

県、市町村、地下水財団
（関係団体、ＮＰＯ等）

世界に認められた熊本地域の先進的な地下水
保全活動を国内外に広く発信する。
また、アジア・太平洋水サミット（熊本市）の開催
を機に、アジア・太平洋の国々へ熊本の先進的
な取組みを発信するとともに熊本の水のＰＲを
行う。

○水サミットの開催を通じて、熊本の地下
水保全の取組みをPR

（実施例）
・国連“生命の水”最優秀賞受賞を印した
シンボルマークの使用や、シンポジウム
等を通じて受賞の意義を情報発信

10月・水サミット開催

県、市町村、地下水財団
（関係団体、ＮＰＯ等）

水の名所の魅力を磨き上げ、情報発信を行う。 （実施例）
・熊本県名水百選（県）
・水の国くまもとパンフレット・PR動画の作
成（県）
・熊本水遺産（熊本市）

県、市町村
（地域団体等）

災
害
時
の

利
活
用

３
災害時における井戸の
利活用

大規模災害時における井戸（地
下水）利用の体制整備

井戸（地下水）を災害時における重要なインフラ
として位置付け、防災井戸等の体制整備に取り
組む。

（実施例）
・新たな防災井戸の設置
・防災マップへの記載
・災害時における井戸水の提供に関する
協定（熊本市）

県、市町村
井戸設置者（地域団体等）

２
地下水の魅力の情報
発信

くまもとの地下水の魅力を広く情
報発信することによる「水の国く
まもと」のイメージ定着を推進

く
ま
も
と
の
地
下
水
の
情
報
発
信

く
ま
も
と
の
地
下
水
ブ
ラ
ン
ド
づ
く
り

Ｅ　地下水の活用

（１）様々なものに清冽な地下水
の付加価値をつけた地下水ブラ
ンドづくりとその普及・促進

１
くまもとの地下水ブラン
ドの推進

Ｐ４８

主体
（関係主体）

取組みの内容具体的施策行動計画の取組項目
行動計画

継続して推進継続して推進

継続的に実施

継続して推進継続して推進

継続して推進

継続して推進

継続して推進

継続して推進 計画に基づき実施計画に基づき実施継続して推進

継続して推進

整備等の機会を捉え検討

継続して推進

継続して推進

継続して推進

継続して推進

継続して推進

継続して推進
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